
(資料６)　保育所待機児童数１００人以上増減のあった地方自治体

１．待機児童数が１００人以上減少した市区町村

H20.4.1 H19.4.1

待機児童数 待機児童数

1 沖縄県 那覇市 230 379 △ 149

2 東京都 江東区 219 352 △ 133

２．待機児童数が１００人以上増加した市区町村

H20.4.1 H19.4.1

待機児童数 待機児童数

1 宮城県 仙台市 740 390 350

2 神奈川県 横浜市 707 576 131

3 神奈川県 川崎市 583 465 118

順位 都道府県 市区町村 増　加

順位 都道府県 市区町村 減　少
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（参 考）

主な市の待機児童等の状況

仙台市] （人）[

年 月 日 年 月 日 差 引19 4 1 20 4 1

就学前児童数 ５５，１６８ ５４，６６４ △５０４

保育所数 １１５ １１７ ２

定員数 １０，５８４ １０，７６４ １８０

利用児童数 １１，３５０ １１，４９４ １４４

待機児童数 ３９０ ７４０ ３５０

女性の就業率の増加等により、保育需要が高まっている。

また、宅地開発や再開発・区画整理事業等が進み、青葉区、宮城野区、太白

区において待機児童数が倍増した。

今後も保育需要がさらに伸びることが見込まれており、認可保育所の整備や

家庭保育福祉員の拡充等により待機児童解消を図る。

横浜市] （人）[

年 月 日 年 月 日 差 引19 4 1 20 4 1

就学前児童数 １９６，７６３ １９５，８９８ △８６５

保育所数 ３８３ ４０２ １９

定員数 ３３，９４４ ３５，５８２ １，６３８

利用児童数 ３３，４４２ ３４，２４９ ８０７

待機児童数 ５７６ ７０７ １３１

平成１９年度については、１９か所の保育所の新設、既存保育所の増改築

及び定員増により、前年比１，６３８人の定員増を行ったが、女性の就労

意欲の高まり等により入所申込が増加し、待機児童が１３１人増加した。

平成２０年度は、１６か所の新設等で１，０７５人の定員増を図る予定。

今後もマンション建設などにより、保育需要は高まっていくものと考えら

れ、保育所の新設整備を中心に定員増を図っていく。
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川崎市] （人）[

年 月 日 年 月 日 差 引19 4 1 20 4 1

就学前児童数 ７６，７３５ ７７，８１７ １，０８２

保育所数 １２３ １３５ １２

定員数 １２，２５０ １２，７８５ ５３５

利用児童数 １２，８２０ １３，４７５ ６５５

待機児童数 ４６５ ５８３ １１８

平成１９年度については、保育所の新設、公立保育所の建て替え民営化、

小規模保育所の整備等により、前年比５３５人の定員増を行ったが、工場

跡地などに大規模マンションが建築され、就学前児童数が予想より増加し、

待機児童が１１８人増加した。

平成２０年度は、６か所の保育所新設、既存施設の増改築、公立保育所の

建て替え民営化等で定員増を図る予定。

今後も大規模マンションの建築又は計画がされており、子育て家庭の転入

増が見込まれており、一層の保育需要の高まりが予想される。

そのため、保育所の新設、公立保育所の民営化に伴う定員増を図っていく。

江東区] （人）[

年 月 日 年 月 日 差 引19 4 1 20 4 1

就学前児童数 ２２，６９２ ２３，１５８ ４６６

保育所数 ５８ ６２ ４

定員数 ５，７２２ ６，０６１ ３３９

利用児童数 ５，６８５ ５，９８８ ３０３

待機児童数 ３５２ ２１９ △１３３

豊洲地区など臨海部を中心に、マンションの建設ラッシュによって、就学前

人口が増加している。

そのため、大規模マンション開発時に、区のマンション指導要綱に基づく事

業者との事前協議において、マンション内の保育所整備について積極的に要

請している。

今後も、マンション内への整備、用地買収、既存の公共施設の転用など、あ

らゆる手法を用いて、計画的な整備を進めていく。
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平成２０年６月１２日

文部科学省・厚生労働省

幼 保 連 携 推 進 室

認定こども園に係るアンケート調査の結果について

～保護者の８割・施設の９割が認定こども園を評価～

１．調査対象

認定を受けた施設を利用している保護者

認定を受けた施設

認定を受けた施設のある市町村

都道府県

２．調査基準日

平成２０年３月１日

３．調査項目

１．認定を受けた施設を利用している保護者に対する調査

（１）認定を受けたことへの評価

（２）評価している点

（３）今後の認定こども園のあり方

２．認定を受けた施設に対する調査

（１）認定こども園の認定を受けた理由

（２）認定を受けた感想

（３）認定を受けて良かったと考える点

（４）認定を受ける際の準備段階における問題

（５）行政が取り組むべき課題

報道発表              

認定こども園制度が一層積極的に活用されるよう、地方公共団体、施設や保護者の要

望や意見を把握するために、幼保連携推進室において平成２０年３月にアンケート調査

を実施しました。今般、その調査結果を取りまとめましたので公表いたします。
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３．認定を受けた施設がある市町村に対する調査

（１）国として取り組むべき課題

（２）県として取り組むべき課題

（３）市として取り組むべき課題

４．都道府県に係る調査

（１）国として取り組むべき課題

（２）県として取り組むべき課題

（３）認定を行われていない、あるいは認定・認定申請数が見込みよりも

少ない理由

（お問い合わせ）
文部科学省・厚生労働省 幼保連携推進室

【文部科学省初等中等教育局幼児教育課】
幼保連携推進専門官：森 昭一郎
認定こども園企画係：岩間 久美子

電話：０３－６７３４－３１３６（直通）
０３－５２５３－４１１１（内線３１３６）

【厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課】
課 長 補 佐：伊藤 経人
認定こども園指導係：乃村 久代 ・ 戎脇 伸晃

電話：０３－３５９５－２５４２（直通）
０３－５２５３－１１１１（内線７９２０）
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認定こども園に係るアンケート調査の結果について

～保護者の８割・施設の９割が認定こども園を評価～

○ 調査の趣旨について

認定こども園制度については、平成18年10月に施行された「就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年

法律第77号）」に基づき、運用しているところである。

認定こども園の認定件数は着実に増えつつあるが、制度創設から１年以

上が経過し、現場における運用上の課題についての指摘の声もあることか

ら、地方公共団体をはじめ施設や保護者の要望や意見を把握し、認定こども

園が一層積極的に活用されるよう、本年３月に今回の調査を実施したところ

である。

○ 調査対象について

今回の調査は、都道府県を通じ、認定を受けた施設を利用している保護

者、認定を受けた施設、認定を受けた施設のある市町村及びすべての都道

府県に対して実施した。（調査時点：平成２０年３月１日現在）

その回答数は以下のとおりである。

(1) 認定を受けた施設を利用している保護者・・・１１７０

(2) 認定を受けた施設・・・・・・・・・・・・・・１３０

(3) 認定を受けた施設のある市町村・・・・・・・・・９６

(4) 都道府県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７
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